
 

 

 

 

 

 

石綿に関する要望の実施について 

 

１ 要望の趣旨 

平成 17年６月のクボタショックから 20年が経過しましたが、

本市におきましては、石綿による健康被害はピークアウトして

いない状況が続いており、これまで国に対して「石綿ばく露者

に対する恒久的な健康管理制度の構築」や「石綿による健康被

害救済制度のさらなる充実」等について要望しましたものの、

その実現には至っておりません。   

こうしたことから、石綿による健康被害を受けた方々の健康

被害に対する不安の解消等に繋げていけるよう、今年度も国へ

要望をいたしました。 

内容としましては、引き続き、健康管理制度の構築や救済制

度の充実について要望しますが、今年度は新たに次の２項目

を要望に追加しております。 

まず一つ目は、「石綿読影の精度に係る調査計画書」の見直しについての要望です。 

これまでの石綿読影の精度に係る調査事業では、胸部ＣＴ検査の受診の有無に関わらず、胸部Ｘ線

検査を受診した結果、石綿関連所見があった場合は要精密検査として胸部ＣＴ検査を受診することが

できました。 

これに対して、国から示された「令和８年度石綿読影の精度に係る調査計画書」では、要精密検査

の対象者の内、「本調査の胸部ＣＴ検査の受診歴がある参加者」については、胸部Ｘ線で石綿関連所見

があり、かつ、その所見に変化が見られた者とするという取り扱いに変更されており、現行よりも胸

部ＣＴ検査の受診機会が抑制されています。 

本市としましては、これまでのように胸部Ｘ線検査を受診した後に、胸部ＣＴ検査を受診できなけ

れば、「次年度の胸部Ｘ線検査までの期間が長くなり、進行が早い中皮腫を発症した場合は重篤化が

危惧される」、「胸部ＣＴ検査による受診者へのフォローがなくなることで、健康不安を解消できる手

立てがなくなる」といったことが懸念されるため、胸部ＣＴ検査に代わる手法として、同一年度内に

胸部Ｘ線検査の再検査を要望することで、石綿関連疾患の早期発見や早期治療、石綿被害に対する市

民の不安解消に繋げていきたいと考えています。 

次に二つ目は、「アスベスト問題を風化させない取組」についての要望です。 

本市における中皮腫による死亡者数は、依然として毎年 30人前後で推移しており、これは、アスベ

ストによる健康被害が決して過去の問題ではないことを示しています。現在も発生している健康被害

の事実やアスベストに係る諸問題を正しく次の世代に継承していくことは極めて重要な取組である

と考えており、アスベスト問題を風化させない取組についても国の支援を求めました。 

２ 日時 

  令和７年 12月 24日(水)午前 10時 30分から 

３ 要望先 

  環境大臣 石原 宏高 

４ 要望者 

  尼崎市長 松本 眞 

                                          以 上  

令和 7 年 12 月 25 日 

所 属 疾病対策課 

所属長 畑 俊郎 

電 話 06－4869‐3053 

環境省へ要望書を手渡す新家保健局長（右） 


